
 

 

 

 

独立行政法人雇用・能力開発機構の廃止に伴い、これまで当センターにおいて行っており

ます厚生労働大臣に対する実践型人材養成システム実施計画認定申請書の窓口業務につき

ましては、平成２３年１０月１日から、神奈川労働局において行われること

になります。 

 

実践型人材養成システム実施計画 

厚生労働大臣の認定申請窓口の変更のお知らせ 

独立行政法人雇用・能力開発機構神奈川センター業務第二課 

横浜市旭区南希望が丘７８  

TEL：０４５－３９１－９８０１ 
 

 

(10 月以降のお問合せ先) 

 厚生労働省神奈川労働局  

職業安定部職業対策課 雇用開発係 
横浜市中区尾上町５－７７－２ 馬車道ウエストビル５階  

TEL：０４５－２７７－８８０１ 

 

※ これまで当センターからお願いしておりました「実践型人材養成システム終了報告書」

につきましては、今後、神奈川労働局に対して提出していただく必要はございません。 

 
 


